
＜無線LAN申請方法＞

１．共同利用者支援システムにログイン ※IDはE‐Mailアドレスになります。

2. 画面左メニュー【利用申請手続】より「1.登録済み実験・研究用務」をクリック
3. 「詳細手続き」をクリック
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4．【Web申請可能な申請書】の一覧から無線LAN接続申請書（つくば地区）の
「登録」をクリック（再申請の場合は、「再申請」をクリック。）
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※申請ボタンをクリックした後、ユーザーズオフィスで登録をします。
ユーザーズオフィスでの登録後、再度、「WEB申請可能な申請書」画面を見ていただくと、
接続キーが表示されています。キーをネットワークの接続する際のパスワードとして
入力し、インターネットに接続ができるか確認をお願いいたします。

2台目以降のMacアドレス申請は、再
申請を行ってください。

注1）利用申込みには、KEK内の連絡

先として受入担当者（職員）が必要で
す。

必ず受入担当者に連絡し了解を得て
ください。了解を得ていない場合には
申込みできません。
（用務がPFの場合は、機構内職員連
絡先氏名欄の記入をPF Toubanとし、
連絡先（機構内電話番号）を
4209と記入してください。了解は不要
です。）

また、万が一ウィルスが発見された場
合は、ただちに接続を遮断します。

ウィルス感染の連絡は基本的に記載
されている連絡先にお伝えいたします。

注2）無線LANの申請は来構1週間前
までにお済ませください。

5. 別画面で立ち上がった申込書に必要事項を入力の上、「申請」をクリック。

申 請⑤

機構のネットワークに接続するパソコン（Windows/Mac OS)には
アンチソフトウィルスの導入が必須です。
導入の有無、有効期限内であること、定義ファイルが自動更新
設定されていることをご確認のうえ、申請してください。

〇KEKの情報セキュリティについての問い合せ先：高度情報利用
推進室
kekinforsec@ml.post.kek.jp


